
 

 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 湊川地下道及び東山地下道階段部補修工事 

設計変更後の工事概要 
 

  【湊川地下道（南側階段部・北側階段部）、東山地下道階段部】 

構造物補修工1式、現場塗装工1式、舗装打換工1式 

構造物撤去工1式、付帯工1式、仮設工1式 

 

契約変更の理由 

【設計変更】 

 

① 現地精査により、構造物補修工、現場塗装工、舗装打換工、付属施設工、構造物撤 

 去工にかかる工種の施工数量に増減が生じた結果、増工となる。 

 ② 工期延長による施工日数の増加に伴い、仮設工のうち交通管理工が増工となる。 

 

 


